
環境部における随意契約の実績　　（令和６年度２／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1
環境保全
課

令和６年度航
空機騒音影響
評価事業委託
業務

令和６年
８月５日

14,170,200
日本音響エンジニアリン
グ（株）

東京都墨田区緑１丁目21
番10号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は夜間騒音コンターの作成及び航空
機騒音によるリスク評価手法の検討を行うもの
であるが、夜間騒音コンターのデータの取得先
である沖縄県航空機騒音常時測定システムの
保守管理は同社に業務委託していること、当
該データフォーマットの取り扱いは一般に非公
表のため取り扱う者が限定されていること、夜
間騒音コンターの作成とリスク評価の手法は
一体的に検討する必要があることから、同社と
随意契約を締結した。

特命随意
契約

2
環境保全
課

令和６年度赤
土等流出防止
対策実践ツ
アー委託業務

令和６年
８月９日

2,036,100
（特非）おきなわグリーン
ネットワーク

沖縄県島尻郡八重瀬町
字富盛301番地　コーポ
富盛201

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ、２者から応募があった。それぞれの企画
提案内容等を選定委員会において審査した結
果、左記事業者が順位１位となり、当該委託業
務を遂行するに足ると判断されたことから、左
記事業者を優先交渉権者とした。その後、業務
委託契約について必要な協議を行い、合意に
至ったことから随意契約を締結した。

3
環境保全
課

令和６年度基
地環境問題に
関する人材育
成業務

令和６年
８月23日

3,789,500 いであ（株）沖縄支社
沖縄県那覇市安謝２丁目
６番19号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により、公募への応募が
あった１者を審査委員会において審査したとこ
ろ、基準点を上回り当該委託業務を遂行する
に足ると判断されたことから、当該応募者と契
約内容について協議し、合意に至ったことから
随意契約を締結した。

4
環境保全
課

令和６年度米
軍基地特有の
化学物質情報
収集業務

令和６年
８月29日

14,718,990 いであ（株）沖縄支社
沖縄県那覇市安謝２丁目
６番19号

第167条の２
第１項第２号

　企画プロポーザル方式により公募を行ったと
ころ、２者から応募があった。それぞれの企画
提案内容等を選定委員会において審査した結
果、左記事業者が選定順位１位となり、当該委
託業務を遂行するに足ると判断されたことか
ら、左記事業者を優先交渉権者とした。その
後、業務委託契約について必要な協議を行
い、合意に至ったことから随意契約を締結し
た。



環境部における随意契約の実績　　（令和６年度２／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

5
環境整備
課

令和６年度プラ
スチック問題対
策普及啓発事
業委託業務

令和６年
７月24日

11,077,000
沖縄県環境科学セン
ター・丸正印刷共同企業
体

沖縄県浦添市字経塚720
番地

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ２者から応募があった。それぞれの企画提
案内容を選定委員会において審査したところ、
左記の契約者の提案は具体的で実現可能性
が高い内容で、総合得点でも最も高得点であ
り、かつ基準点（６割）を満たしていたことから、
契約の相手方として選定した。

6
環境整備
課

令和６年度沖
縄県海岸漂着
物発生抑制対
策検討・実施業
務

令和６年
８月15日

1,876,820 日本エヌ・ユー・エス（株）
東京都新宿区西新宿７丁
目５番25号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ１社から応募があった。企画提案内容等を
選定委員会において審査したところ、これまで
の実績を踏まえ事業展開ができる企画内容、
業務計画等になっており、選定基準（満点の６
割）を満たしていたため、契約の相手方として
選定した。

7
環境整備
課

環境教育（買い
物ゲーム）によ
るごみ減量化
推進委託業務

令和６年
９月３日

1,991,660
（一社）沖縄リサイクル運
動市民の会

沖縄県那覇市首里鳥堀
町４丁目44番１号

第167条の２
第１項第２号

　契約内容の買物ゲームは、小学生を対象と
した体験型の環境教育プログラムで、買い物
の模擬体験を通して環境にやさしい買い物の
仕方が学習できることから、ごみ減量化の推進
にあたり効果的なプログラムとなっている。
　当プログラムは、（一社）沖縄リサイクル運動
市民の会が特許を取得しており、他に実施でき
る団体がないため、当該法人を契約の相手先
として選定した。

特命随意
契約

8
自然保護
課

令和６年度国
立自然史博物
館のあり方に
関する沖縄県
基本方針（仮
称）策定支援業
務

令和６年
７月４日

9,680,000

沖縄県国立自然史博物
館整備プロジェクト共同
企業体
①（株）丹青社
②（株）国建

①東京都港区港南一丁
目２番70号
②沖縄県那覇市久茂地
一丁目２番20号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ２社から応募があった。企画提案内容等を
選定委員会において審査したところ、左の社の
提案は最も評価が高く、採択要件を満たしてい
たため、契約の相手方として選定した。



環境部における随意契約の実績　　（令和６年度２／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

9
自然保護
課

「公有水面埋立
事業における
埋立用材に係
る外来生物の
侵入防止に関
する条例」の適
正な運用に係
る事前調査等
業務

令和６年
８月22日

3,476,000 (株)イーエーシー
沖縄県浦添市屋富祖３丁
目34番17号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ１社から応募があった。企画提案内容等を
選定委員会において審査したところ、左の社の
提案は評価が高く、採択要件を満たしていたた
め、契約の相手方として選定した。

10
自然保護
課

令和６年度マン
グース北上防
止柵維持管理
業務

令和６年
９月９日

3,520,000 (株)島嶼生物研究所
沖縄県名護市字呉我587
番地１

第167条の２
第１項第６号

　本件委託業務と直接関連する業務である「令
和６年度マングース対策事業」の受託事業者
（ＪＶ代表者）である（株）島嶼生物研究所は、
山林での活動に係る人材及び技術力を有して
いることに加え、北上防止柵周辺の状況を
日々把握している現場監督が在籍し、他事業
者よりも北上防止柵の状況や特性を熟知して
いることなどから、同社に維持管理業務を委託
することで経費の削減が実現でき、最も効率的
かつ経済的に事業の実施が図られると判断さ
れるため、同社を相手方とし随意契約を行う。

特命随意
契約

11
環境再生
課

令和６年度環
境保全活動団
体交流イベント
運営委託業務

令和６年
７月５日

2,999,700 日本エヌ・ユー・エス（株）
東京都新宿区西新宿７丁
目５番25号

第167条の２
第１項第２号

　本業務の実施にあたっては、環境教育に関
する専門的かつ最新の知見、関係者との調整
力や様々な環境分野での企画能力が要求され
るため、事業の性質・目的から通常の一般競
争入札にはなじまないと判断し、公募型プロ
ポーザル方式で業者の選定を行ったところ、１
者から応募があった。
　企画提案内容等を選定委員会において審査
した結果、左の者の提案内容は妥当かつ遂行
体制や業務実績も十分であり、選定基準（満点
の60％以上）を満たしていたことから、契約の
相手方として選定した。



環境部における随意契約の実績　　（令和６年度２／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

12
環境再生
課

令和６年度おき
なわの名木百
選健全度評価
委託業務

令和６年
８月６日

1,698,400
（公社）沖縄県緑化推進
委員会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川135番地

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、「おきなわの名木百選」に認定さ
れた地域のシンボルとして親しまれている又は
後世に引き継ぐべき重要な巨樹、巨木のうち、
過去の類似事業により診断が未実施の名木に
ついて健全度診断を行うものである。
　過年度事業で実施した「おきなわの名木百
選」認定木の健全度診断は、森林の造成、県
土の保全、水資源のかん養並びに生活環境の
緑化を図ることによって、県民福祉の向上に寄
与することを目的に設立された非営利団体で
ある（公社）沖縄県緑化推進委員会が受託し診
断を行っている。
　同委員会には、樹木医会沖縄県支部長（樹
木医）が在籍しており、沖縄県の樹木医の育成
にも力を入れている。
　本業務は、名木の健全度評価を行うととも
に、併せて県内の樹木医の技術向上に資する
ことを目的としており、本業務を効率的かつ目
的を達成するうえで同委員会と契約を行うこと
が適当である。

特命随意
契約


